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朝
倉
氏
と

『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
伝
授

宮

永

美

は
じ
め
に

戦
国
武
将
は
文
武
両
道
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
を
理

想
と
し
、
朝
倉
氏
を
は
じ
め
家
臣
た
ち
も
和
歌
や
連

歌
は
も
ち
ろ
ん
、
猿
楽
・
茶
の
湯
・
立
花
・
聞
香
な

ど
様
々
な
芸
能
を
噌
ん
で
い
か
。
こ
れ
ら
の
遊
芸
が

催
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
座
敷
は
、
時
と
し
て
御
成
な

ど
の
武
家
儀
礼
・
儀
式
の
場
と
も
な
っ
て
い
た
。
座

敷
を
唐
物
の
道
具
で
飾
り
、
相
応
し
く
整
え
る
こ
と

が
、
戦
国
武
将
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
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こ
と
は
、
朝
倉
氏
や
大
内
氏
・
六
角
氏
な
ど
の
戦
国

大
名
が
、
座
敷
飾
の
教
本
と
も
い
え
る
「
君
台
観
左

右
帳
記
』
の
伝
授
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か

{呂、水

朝
倉
氏
と
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
伝
授

が
え
る
。

「
君
台
観
左
右
帳
記
」
に
関
す
る
研
売
は
、
絵
画

・
茶
・
花
な
ど
の
諸
芸
能
の
研
究
に
お
い
て
も
欠
く

こ
と
が
で
き
ず
、
研
究
成
果
の
蓄
積
も
大
き
い
が
、

写
本
が
多
く
、
そ
の
伝
授
に
朝
倉
氏
が
関
係
す
る
史

料
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
な

い
。
本
稿
で
は
、
朝
倉
一
族
や
家
臣
に
伝
授
さ
れ
た

『
君
台
観
左
右
帳
記
』
に
つ
い
て
紹
介
し
、
伝
授
に

至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。
ま
た
、
『
君

台
観
左
右
帳
記
』
の
相
伝
関
係
か
ら
、
朝
倉
治
世
下

に
お
け
る
芸
能
普
及
の
実
態
と
、
戦
国
武
将
と
芸
能

者
の
交
流
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

朝
倉
氏
と
『
君
台
観
左
右
帳
記
』

(
l
)
堀
口
捨
巳
氏
所
蔵
の
『
君
台
観
左
右
帳
記
』

ま
ず
、
朝
倉
当
主
が
伝
授
を
受
け
た
『
君
台
観
左

右
帳
記
」
と
し
て
、
堀
口
捨
巳
氏
所
蔵
本
が
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
の
写
本
に
つ
い
て
は
、
原
本
を
閲
覧
し
て

い
な
い
た
め
、
堀
口
論
文
に
紹
介
さ
れ
た
奥
書
追
書

部
分
か
ら
検
討
し
た
い
。

此
一
巻
、
越
前
朝
倉
宗
俊
老
相
阿
弥
被
寄
被
成

御
相
伝
候
、
然
ル
所
、
為
御
養
子
大
覚
寺
御
門

跡
之
称
念
寺
殿
、
越
国
江
被
成
御
下
向
有
御
相

伴
、
即
一
巻
共
ニ
被
進
候
を
、
御
門
跡
様
御
上

洛
候
刻
、
我
等
ニ
得
一
巻
被
下
相
伝
申
候
、

数
寄
は
宗
悟
老
江
相
伝
申
候
旨
、
猶
御
不
審
之

事
も
可
有
御
座
候
、
通
談
合
可
申
候
、

天
正
十
四
年
九
月
廿
日

声
阿
弥
(
花
押
)

堀
口
氏
は
こ
の
本
に
つ
い
て
、
江
戸
後
期
の
写
本
と

し
、
相
伝
関
係
に
つ
い
て
は
、
相
阿
弥
か
ら
大
永
三

年
(
一
五
二
二
)
十
二
月
に
朝
倉
宗
俊
に
伝
授
さ
れ
、

そ
れ
を
大
覚
寺
門
跡
が
得
て
、
更
に
声
阿
弥
に
伝
え

た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
朝
倉
宗
俊
に
つ
い
て
は
五

代
当
主
朝
倉
義
景
、
大
覚
寺
門
跡
は
永
禄
五
年
(
一

五
六
二
)
に
一
乗
谷
で
催
さ
れ
た
曲
水
宴
に
出
席
し

た
大
覚
寺
義
俊
の
こ
と
と
推
察
さ
れ
た
。
一
方
、
源

豊
宗
氏
は
、
朝
倉
宗
俊
は
四
代
孝
景

2
歪
浮
)
の
こ

と
で
、
こ
の
史
料
は
相
阿
弥
が
越
前
に
下
向
し
た
こ

と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
。

相
阿
弥
は
朝
倉
家
臣
の
出
自
で
あ
る
と
の
説
も
あ

る
が
、
朝
倉
氏
と
の
交
流
を
明
確
に
証
明
す
る
史
料

は
少
な
い
。
四
代
孝
景
は
晩
年
出
家
〔
天
文
二
年
(
一

五
三
二
)
以
降
〕
し
、
「
宗
中
浮
」
の
法
名
を
使
用
し

て
い
た
の
で
、
朝
倉
宗
俊
老
と
い
う
の
は
、
四
代
孝
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且
尽
(
白
一
位
浮
)

の
こ
と
で
、
転
写
本
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
俊
」
は
「
淳
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
四
代
孝
景
は

永
正
九
年
(
一
五
一
二
)
に
=
一
代
貞
景
の
跡
を
継
ぎ
、

以
来
三
十
七
年
に
わ
た
っ
て
越
前
を
治
め
て
い
た
。

孝
景
の
時
代
は
一
乗
谷
に
清
原
宣
賢
な
ど
一
流
の
文

化
人
を
受
け
入
れ
て
い
た
時
代
で
も
あ
り
、
米
原
正

義
氏
は
こ
の
時
期
の
文
化
人
下
向
に
つ
い
て
、
年
貢

督
促
や
困
窮
な
ど
の
経
済
的
な
理
由
に
よ
ら
な
い
、

朝
倉
氏
か
ら
の
招
請
や
文
化
活
動
を
目
的
と
す
る
下

向
が
多
く
み
ら
れ
る
と
し
て
い
か
。
し
か
し
、
相
阿

弥
の
越
前
下
向
に
つ
い
て
は
、
他
の
史
料
か
ら
は
裏

付
け
が
で
き
ず
、
直
接
対
面
し
て
伝
授
し
た
も
の
で

は
な
い
可
能
性
も
考
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

伝
授
に
至
っ
た
の
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

孝
景
(
宗
山
存
)
か
ら
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
を
進

め
ら
れ
た
「
大
覚
寺
御
門
跡
之
称
念
寺
殿
」
と
は
、

近
衛
尚
通
の
子
で
大
覚
寺
門
跡
と
な
り
「
称
念
寺
」

を
号
し
た
義
俊
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
(
「
大
覚
寺

門
跡
略
記
』
)
。
義
俊
は
足
利
義
輝
・
義
昭
の
母
「
慶

寿
院
」
と
兄
弟
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
幕
府
や
近
衛

氏
と
朝
倉
氏
と
の
親
交
を
取
り
持
っ
た
人
物
で
、
四

代
孝
景
の
時
代
に
も
天
文
八
年
(
一
五
三
一
九
)
に
越

前
下
向
し
、
孝
景
の
馳
走
に
よ
り
濯
頂
の
儀
式
を
行

な
っ
た
(
「
大
館
常
興
日
記
」
天
文
八
年
間
六
月
一

日
条
)

0

「
足
利
義
晴
御
内
書
案
」
に
よ
れ
ば
、
孝

景
は
大
覚
寺
義
俊
が
上
洛
す
る
と
き
に
、
足
利
義
満

自
筆
の
一
幅
と
感
状
案
七
通
、
足
利
尊
氏
の
軍
陣
画

像
一
幅
を
、
将
軍
足
利
義
晴
に
上
覧
す
る
と
し
て
託

し
た
。
こ
れ
は
、
孝
景
が
大
覚
寺
義
俊
に
『
君
台
観

左
右
帳
記
』
一
巻
を
進
上
し
、
義
俊
が
上
洛
の
際
に

持
ち
帰
っ
て
、
声
阿
弥
に
相
伝
し
た
と
い
う
奥
書
に

書
か
れ
る
経
緯
と
類
似
し
て
い
て
、
越
前
に
も
た
ら

さ
れ
た
書
物
や
絵
画
が
、
再
び
都
へ
贈
ら
れ
る
機
会

が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
事

例
か
ら
考
え
る
と
、
大
覚
寺
義
俊
へ
「
君
台
観
左
右

帳
記
』
進
上
し
た
の
は
、
天
文
八
年
の
下
向
の
折
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

四
代
孝
景
は
大
永
八
年
(
一
五
二
八
)
に
御
供
衆
、

天
文
七
年
(
一
五
三
人
)
に
は
御
相
伴
衆
に
列
せ
ら

れ
、
一
代
で
急
激
に
家
格
を
上
昇
さ
せ
て
い
ヤ
こ

の
よ
う
な
朝
倉
氏
の
家
格
向
上
に
よ
り
、
そ
の
権
威

を
象
徴
す
る
に
相
応
し
い
唐
物
を
収
集
し
、
格
式
に

応
じ
た
座
敷
飾
を
行
な
う
た
め
の
手
引
き
書
・
故
実

書
と
し
て
「
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
必
要
性
が
高
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
倉
氏
が
『
君
台
観
左
右
帳

記
』
を
求
め
相
伝
し
た
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
朝
倉

¥ 

家
側
の
事
情
が
影
響
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(2)
大
谷
大
学
博
物
館
所
蔵
の
「
君
台
観
左
右

帳
記
』次

に
、
大
谷
大
学
博
物
館
所
蔵
の
『
君
台
観
左
右

帳
記
』
(
以
下
、
大
谷
本
と
す
る
。
)
に
つ
い
て
み
て

み
る
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
矢
野
環
氏
が
『
君

台
観
左
右
帳
記
」
諸
本
の
中
で
も
最
古
写
本
に
あ
た

る
と
し
て
既
に
翻
刻
・
論
及
さ
れ
て
い
か
o

こ
の
史

料
は
朝
倉
一
族
の
武
将
が
伝
授
を
受
け
た
と
い
う
点

で
注
目
さ
れ
る
。
大
谷
本
は
、
天
文
五
年
(
一
五
三

四
)
に
束
寺
宝
輪
院
宗
誇
が
、
東
寺
宝
菩
提
院
亮
恵

所
持
本
を
借
用
し
書
写
し
た
本
で
、
「
彫
物
の
事
」

の
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
な
本
奥
書
が
あ
る
。

右
御
懇
望
之
僚
、
珠
光
拙
僧
相
伝
之
分
写
令
進

入
候
、
堅
為
秘
事
間
両
条
な
か
ら
不
可
有
御
外

見
者
也
、大

永
四
年
押
六
月
三
日

万て

珠

は
川
川
リ

虫干

朝
倉
与
三
右
衛
門
尉
殿
参

以
右
本
令
直
書
者
也
、

矢
野
氏
は
「
彫
物
の
事
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
前
半

の
「
画
人
録
」
等
の
部
分
と
同
じ
く
束
寺
宝
菩
提
院
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か
ら
の
借
用
本
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
定
か
で

な
い
が
、
遠
か
ら
ぬ
時
期
に
宗
詳
に
よ
っ
て
書
写
さ

れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

奥
書
に
よ
れ
ば
、
大
永
四
年
(
一
五
二
四
)
に
村

田
珠
光
の
後
嗣
宗
珠
が
、
朝
倉
一
族
の
与
三
右
衛
門

尉
へ
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
「
彫
物
の
事
」
を
伝

授
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
与
三
右
衛
門
尉
と
は
、
初

代
朝
倉
孝
景
の
甥
に
あ
た
る
朝
倉
景
職
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。
景
職
は
永
正
十
四
年
(
一
五
一
七
)
八

月
に
若
狭
高
浜
の
香
代
を
勤
め
、
大
永
五
年
(
一
五

二
五
)
十
月
に
は
美
濃
へ
出
陣
し
て
い
る
(
『
当
国

御
陣
之
次
第
』

)
o

文
化
的
活
動
も
み
ら
れ
、
永
正

十
年
(
一
五
一
三
)
に
は
、
観
世
座
笛
方
彦
兵
衛
(
彦

四
郎
栄
次
)
か
ら
笛
の
秘
書
を
相
伝
し
た
こ
と
が
、

『
笛
遊
舞
集
』
(
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
)
の
奥

書
か
ら
う
か
が
え
か
o

ま
た
、
『
実
隆
公
記
』
の
享

禄
四
年
(
一
五
三
一
)
六
月
二
十
日
条
に
よ
れ
ば
、

〔右〕

越
前
朝
倉
与
コ
一
左
衛
門
先
年
色
椿
所
望
、
称

其
礼
三
一
百
疋
送
之
、
不
慮
事
、
折
節
祝
著
也
、
勧
一

蓋
、
雑
談
、
料
帯
・
色
紙
等
又
有
所
望
事
、

と
あ
り
、
数
年
に
わ
た
っ
て
三
条
西
実
隆
と
交
流
が

3 

あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
大
谷
本
は
、
朝
倉
景

職
の
文
化
的
素
養
の
高
さ
と
村
田
宗
珠
や
東
寺
の
僧

宮
永

朝
倉
氏
と
『
君
台
観
左
右
帳
記
」
の
伝
授

侶
な
ど
、
都
の
文
化
人
と
の
幅
広
い
交
流
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

朝
倉
家
臣
の
芸
能
伝
授

(
l
)
杏
雨
書
屋
所
蔵
の
『
君
台
観
粧
牒
』

朝
倉
の
家
臣
が
伝
授
を
受
け
た
も
の
と
し
て
、
杏

雨
量
田
屋
所
蔵
の
『
君
台
観
粧
牒
』
が
あ
る
。
こ
の
史

料
は
前
掲
の
矢
野
氏
論
文
中
で
、
奥
書
・
内
容
に
つ

い
て
簡
略
に
紹
介
さ
れ
た
が
、
江
戸
後
期
の
転
写
本

で
奥
書
が
難
読
の
た
め
、
朝
倉
家
臣
が
相
伝
に
関
わ

る
史
料
と
の
指
摘
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
改
め
て
原
本

を
閲
覧
し
、

『
君
台
観
粧
牒
』
は
朝
倉
孝
景
・
義
景

二
代
に
仕
え
た
家
臣
、
服
部
彦
右
衛
門
入
道
遅
栄
が

村
田
宗
珠
か
ら
相
伝
さ
れ
た
伝
書
の
系
統
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
奥
書
か
ら
は
、
戦
国
期
に
遡
る
相

伝
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
右
は
し
る
し
処
、
此
方
よ
り
与
奉
り
伝
也
、
る

る
ケ
条
を
著
し
ぬ
れ
は
他
見
可
秘
候
処
成
と
い

へ
と
も
深
随
被
望
て
伝
授
候
処
、
他
事
又
可
在

遠
慮
可
在
遠
慮
鉢
、
恐
々
謹
一
言
、
不
可
有
外
見

者
也
、
可
秘
々
々
、

天
文
十
三
甲
辰
六
月
十
一
日

服
部
彦
右
衛
門
殿景

口
ま
い
る

②
右
此
一
冊
、
数
年
宗
珠
ニ
令
懇
望
写
之
候
問
、

不
可
有
外
見
候
、

服
部
彦
右
衛
門
入
道

永
禄
二
年
霜
月
十
五
日
遅
栄
(
花
押
)

観
世
与
左
衛
門
尉
殿
参

③
此
書
は
深
望
之
候
被
集
、
跡
地
先
生
よ
り
受
之

者
也
、安

永
七
成
戊
と
し
五
月
吉
日
米
内
詐
光

①
の
部
分
か
ら
、
最
初
の
伝
授
は
、
天
文
十
三
年

(
一
五
四
四
)
に
、
村
田
宗
珠
か
ら
服
部
遅
栄
に
伝

え
ら
れ
た
。
村
田
宗
珠
は
、
珠
光
の
後
継
と
し
て

「
数
寄
之
張
本
」
(
「
二
水
記
』
天
文
元
年
(
一
五
三

一
一
)
九
月
六
日
条
)
と
称
さ
れ
、
珠
光
か
ら
伝
え
ら

れ
た
『
君
台
観
左
右
帳
記
」
を
方
々
へ
伝
授
し
て
い

た
。
六
永
田
年
(
一
五
二
四
)
に
朝
倉
景
職
へ
伝
授

し
た
の
に
続
き
、
朝
倉
家
臣
に
も
伝
授
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
越
前
一
乗
谷
に
は
京
都
か
ら
多

く
の
学
者
や
芸
能
者
が
下
向
し
た
が
、
村
田
宗
珠
の

越
前
下
向
は
確
認
で
き
な
い
。
服
部
遅
栄
へ
の
伝
授

は
京
都
に
お
い
て
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
服

部
氏
の
上
洛
の
有
無
を
含
め
伝
授
の
経
緯
に
は
不
明

な
点
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
②
に
書
か
れ
る
と
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お
り
、
服
部
遅
栄
は
数
年
間
に
わ
た
り
宗
珠
と
交
流

が
あ
り
、
懇
望
し
て
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
伝
授

を
受
け
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
服
部
選
栄
に

つ
い
て
は
詳
し
く
後
述
し
た
い
。

次
に
②
の
部
分
を
み
て
み
る
と
、
今
度
は
永
禄
二

年
(
一
五
五
九
)
に
、
服
部
彦
右
衛
門
入
道
遅
栄
か

ら
観
世
与
左
衛
門
尉
に
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
観
世
与

左
衛
門
尉
は
、
観
世
座
太
鼓
方
を
勤
め
て
い
た
与
左

衛
門
尉
国
広
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
か
。
観
世
国
広
は

越
前
の
豪
商
橘
屋
に
太
鼓
を
教
え
た
芸
能
者
で
、
弘

治
三
年
(
一
五
五
七
)
か
ら
天
正
六
年
(
一
五
七
八
)

に
か
け
て
橘
屋
に
伝
授
し
た
太
鼓
伝
書
お
よ
び
相
伝

状
が
伝
え
ら
れ
て
い
か
。
国
広
の
祖
父
は
越
前
猿
楽

の
一
若
源
三
郎
に
鼓
を
教
え
た
金
春
与
五
郎
吉
久

(
『
幻
雲
文
集
』
「
金
春
与
五
郎
寿
像
傍
有
鼓
」
)
で
あ

り
、
代
々
越
前
に
関
係
の
深
い
芸
能
者
で
あ
っ
か
。

天
正
六
年
(
一
五
七
人
)
の
「
太
鼓
相
伝
状
」
に
は
、

「
猶
以
今
度
御
在
京
付
而
、
弥
相
伝
申
候
、
」
と
い
う

よ
う
に
、
橘
屋
が
在
京
し
て
い
る
の
で
相
伝
す
る
と

書
か
れ
て
お
り
、
国
広
が
京
都
で
太
鼓
指
南
を
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
二
十
年
間
に

お
よ
ぶ
芸
能
伝
授
で
あ
る
の
で
、
国
広
の
方
が
越
前

に
下
向
し
伝
授
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る刷。
国
広
が
橘
屋
(
田
那
部
三
郎
五
郎
)
に
伝
授
し
た

太
鼓
伝
書
の
う
ち
、
『
太
鼓
頭
付
他
三
種
合
綴
太
鼓

伝
書
』
に
は
、

観
世
さ
与
左
衛
門
尉

A
永

禄

弐

年

霜

月

吉

日

国

広

(

花

押

)

田
那
部
三
郎
五
郎
殿
参

B
右
此
条
々
、
観
世
弥
三
郎
法
名
号
蓮
阿
、
祖
父

権
守
、
父
次
郎
大
夫
国
忠
法
名
号
宗
樋
相
伝
書

物
也
、
深
重
御
執
心
之
条
写
進
之
畢
、
是
此

道
可
為
秘
本
者
也
、

さ
与
左
衛
門
尉

永
禄
弐
年
霜
月
十
二
日
国
広
(
花
押
)

回
那
部
三
郎
五
郎
殿
参

と
い
う
よ
う
に
、
『
君
台
観
粧
牒
』
に
み
え
る
伝
授

の
日
付
と
同
月
に
伝
授
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
お

り、

B
に
つ
い
て
は
三
日
し
か
違
わ
な
い
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
た
ま
た
ま
同
じ
頃
に

橘
屋
と
服
部
遅
栄
が
上
京
し
て
お
り
、
太
鼓
伝
授
と

『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
伝
授
が
行
わ
れ
た
と
み
る

よ
り
は
、
観
世
国
広
が
永
禄
二
年
十
一
月
に
越
前
に

滞
在
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
橘
屋
や
服
部
逗
栄
と
交

流
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
伝
授
が
行
わ
れ
た
の

で
は
な
い
か
。
猿
楽
者
は
『
禅
鳳
雑
談
』
に
も
書
か

れ
る
よ
う
に
、
連
歌
師
や
茶
人
な
ど
様
々
な
文
化
人

と
の
交
流
を
通
し
て
、
そ
こ
か
ら
得
た
幅
広
い
知
識

・
教
養
を
芸
風
に
生
か
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
能
芸
以
外
の
芸
能
伝
授
に
猿
楽
者
が
関
わ
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
少
な
く
、
観
世
国
広
へ
の

『
君
台
観
左
右
帳
記
』
伝
授
は
、
朝
倉
家
臣
と
芸
能

者
の
交
流
を
示
す
史
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
猿
楽

者
が
座
敷
飾
の
伝
書
を
相
伝
し
た
事
例
と
し
て
も
非

常
に
珍
し
い
。
室
町
幕
府
や
戦
国
大
名
の
屋
敷
で
催

さ
れ
る
演
能
に
出
演
す
る
役
者
は
、
そ
の
際
の
作
法

や
故
実
に
も
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
武
家
故
実
書
(
『
大
内
問
答
』

『
宗
五
大
草
紙
』
)
の
中
に
、
演
能
に
関
す
る
故

実
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
『
君
台
観
左
右
帳
記
」
は
、
御
成
な
ど
の
儀
式

を
張
行
す
る
際
に
座
敷
飾
の
教
書
と
し
て
、
戦
国
武

将
に
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
場
に

侍
る
機
会
の
多
か
っ
た
大
和
四
座
の
役
者
に
と
っ
て

も
有
益
な
知
識
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
の
部
分
は
安
永
七
年
(
一
七
七
八
)
の
伝
授
を

示
し
て
お
り
、
米
内
と
定
光
な
る
人
物
に
つ
い
て
は

不
明
だ
が
、
こ
の
奥
書
か
ら
「
君
台
観
粧
牒
』
と
し

て
最
後
に
書
写
さ
れ
た
の
は
更
に
年
代
が
下
り
、
江

戸
後
期
の
写
本
と
推
定
さ
れ
る
。
『
君
台
観
粧
牒
』
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は
『
君
台
観
左
右
帳
記
」
の
写
本
と
し
て
は
古
い
も

の
で
は
な
い
が
、
朝
倉
治
世
下
で
の
『
君
台
観
左
右

帳
記
』
普
及
を
証
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
戦
国
武
将

と
芸
能
者
の
芸
能
伝
授
に
つ
い
て
も
示
唆
す
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。

(2) 
服
部
彦
右
衛
門
入
道
選
栄
に
つ
い
て

朝
倉
家
臣
の
芸
能
伝
授
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
、
『
君
台
観
左
右
帳
記
」
を
相
伝
し
た
服

部
彦
右
衛
門
入
道
逗
栄
に
つ
い
て
、
朝
倉
家
臣
の
中

で
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
政
治
・
文
化

面
を
含
め
て
そ
の
活
動
を
詳
し
く
み
て
い
く
必
要
が

あ
る
。ま

ず
、
史
料
上
で
は
、
『
大
連
三
郎
左
衛
門
家
文

書
』
の
「
朝
倉
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
」
か
ら
、
天
文

六
年
(
一
五
三
七
)
に
河
口
庄
十
郷
用
水
の
検
使
と

し
て
遣
わ
さ
れ
た
の
を
初
見
と
し
、
四
代
朝
倉
孝
景

の
時
代
か
ら
活
動
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
出
家
し

て
か
ら
も
五
代
義
景
に
引
き
続
き
近
侍
し
て
い
た
こ

と
が
、
平
泉
寺
賢
聖
院
の
泊
却
散
在
地
に
つ
い
て
奏

者
を
勤
め
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る

〔
「
朝
倉
義
景
書
状
」

5 

「
朝
倉
氏
奉
行
人
連
署
奉

書
」
『
白
山
神
社
文
書
」
〕
。
ま
た
、
『
実
相
院
文
書
』

富
永

朝
倉
氏
と
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
伝
授

闘

の
「
朝
倉
義
景
書
状
」
に
よ
れ
ば
、
元
亀
元
年
(
一

五
七

O
)
九
月
か
ら
、
朝
倉
義
景
は
近
江
坂
本
へ
進

攻
し
て
お
り
、
陣
中
に
熊
野
新
宮
の
御
師
中
洲
殿
か

ら
祈
祷
の
巻
数
や
牛
玉
宝
印
が
届
け
ら
れ
た
の
で
、

こ
の
返
礼
と
し
て
義
景
は
太
万
を
送
っ
た
。
こ
れ
に

従
っ
て
出
さ
れ
た
「
服
部
遅
栄
副
状
」
(
『
実
相
院
文

書
』
)
に
よ
れ
ば
、

追
而
令
啓
上
候
、
義
景
進
献
被
申
候
太
刀
之
代

(
智
)

青
銅
弐
百
疋
、
那
知
山
泉
蔵
坊
江
渡
申
候
問
、

被
仰
付
請
取
可
被
為
申
候
、
為
其
一
筆
如
斯

候
、
恐
憧
謹
言
、

元
亀
一
冗

十
月
八
日

服
部
彦
右
衛
門
入
道

逗
栄
(
花
押
)

熊
野
山
新
宮

中
州
殿
御
内人

々
御
中

と
い
う
よ
う
に
、
服
部
遅
栄
が
、
太
万
の
か
わ
り

に
、
そ
の
代
金
と
し
て
二
百
疋
を
泉
蔵
坊
に
届
け
さ

せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
は
義
景
と
と

も
に
近
江
に
在
陣
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
朝
倉
家
臣
と
し
て
の
役
目
か
ら
上
浩
し
た
り
在

京
す
る
と
い
っ
た
状
況
は
確
認
で
き
な
い
。

服
部
遅
栄
の
文
化
的
活
動
は
「
君
台
観
左
右
帳

記
』
の
伝
授
以
外
知
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
子
息
と

考
え
ら
れ
る
服
部
兵
部
丞
と
服
部
彦
次
郎
の
活
動
か

ら
、
観
世
国
広
と
の
交
流
も
長
期
間
に
及
ぶ
も
の
で

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
服
部
兵
部
丞
・
彦
次
郎
は

師

同

糸
崎
寺
や
最
勝
寺
な
ど
の
越
前
の
寺
社
へ
の
奏
者
を

勤
め
て
お
り
、
服
部
逗
栄
と
そ
の
役
目
が
似
て
い
る

同

こ
と
か
ら
、
親
子
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
二
人
は
芸

能
面
で
の
活
動
に
特
筆
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
永
禄

十
一
年
(
一
五
六
人
)
の
足
利
義
昭
御
成
演
能
に
際

し
て
は
、
服
部
彦
次
郎
が
朝
倉
家
臣
の
中
で
唯
一
、

プ
ロ
の
芸
能
者
で
あ
る
越
前
猿
楽
と
と
も
に
能
の
主

役
を
勤
め
て
お
り
、
ま
た
、
兵
部
丞
の
方
は
太
鼓
方

と
し
て
出
演
し
が
(
『
朝
倉
始
末
記
』
)

0

こ
の

時
、
服
部
兵
部
丞
は
御
成
の
座
敷
飾
を
担
当
す
る
座

敷
奉
行
も
勤
め
て
い
た
(
『
朝
倉
義
景
亭
御
成

記
』
)
。
二
人
は
御
成
と
い
う
晴
れ
の
舞
台
で
、
自

分
の
特
技
を
十
分
に
生
か
し
た
活
躍
を
み
せ
た
と
い

え
る
が
、
こ
れ
に
は
服
部
遅
栄
が
『
君
台
観
左
右
帳

記
』
の
伝
授
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
観
世
国
広
と
交

流
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
橘
屋
の
太
鼓
伝
書
の
よ
う

に
、
服
部
遅
栄
が
国
広
か
ら
能
芸
を
習
っ
て
い
た
こ

と
を
直
接
的
に
一
不
す
史
料
は
な
い
が
、
父
の
代
か
ら
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国
広
と
交
際
が
あ
り
、
能
芸
習
得
に
恵
ま
れ
た
環
境

に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
三
十
人
近
く
も
の
朝
倉
家
臣

が
出
演
す
る
中
で
、
重
要
な
役
を
兵
部
丞
と
彦
次
郎

が
任
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
服
部
氏
と
国
広
の
交
流

は
、
親
子
二
代
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
朝
倉
一
族
や
家
臣
が
相
伝
し
た

『
君
台
観
左
右
帳
記
」
か
ら
、
伝
授
に
至
っ
た
経
緯

や
芸
能
者
と
の
交
流
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
戦
国
武

将
に
と
っ
て
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
は
、
武
家
の
儀

礼
・
格
式
に
相
応
し
い
室
札
・
座
敷
飾
を
行
な
う
た

め
重
要
な
教
室
田
で
あ
り
、
朝
倉
氏
の
場
合
も
他
の
戦

国
大
名
と
同
様
に
『
君
台
観
左
右
帳
記
」
の
伝
授
を

求
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
朝
倉
家
臣
の
中
に
も
、
服
部
遅
栄
の
よ
う

に
京
都
の
芸
能
者
と
交
流
を
持
ち
『
君
台
観
左
右
帳

記
』
の
伝
授
を
受
け
た
者
が
い
た
。
服
部
選
栄
が
「
君

台
観
左
右
帳
記
』
を
相
伝
し
て
い
た
こ
と
と
、
そ
の

子
息
と
考
え
ら
れ
る
服
部
兵
部
丞
が
、
足
利
義
昭
の

朝
倉
館
御
成
に
際
し
、
座
敷
飾
を
担
当
す
る
座
敷
奉

行
を
務
め
て
い
た
こ
と
は
、
無
関
係
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
座
敷
飾
の
知
識
教
養
が
親
子
聞
で
受
け
継
が
れ

て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
更
に
、
服
部
逼
栄

は
自
ら
が
相
伝
し
た
『
君
台
観
左
右
帳
記
』
を
、
観

世
座
太
鼓
方
の
役
者
で
あ
る
観
世
田
広
に
伝
授
し
て

お
り
、
こ
れ
は
、
戦
国
武
将
か
ら
芸
能
者
へ
の
伝
授

と
い
う
こ
と
で
、
芸
能
伝
授
の
事
例
と
し
て
重
要
で

あ
る
。
観
世
田
広
が
服
部
遅
栄
に
太
鼓
の
指
導
を
し

て
い
た
こ
と
を
一
不
す
伝
書
類
は
残
っ
て
い
な
い
が
、

国
広
は
越
前
の
橘
屋
な
ど
に
長
期
間
芸
能
指
導
を
行

な
っ
て
お
り
、
足
利
義
昭
の
御
成
演
能
で
は
、
服
部

逼
栄
の
子
息
と
考
え
ら
れ
る
彦
次
郎
と
兵
部
丞
が
、

そ
れ
ぞ
れ
舞
台
の
主
役
と
太
鼓
方
の
役
者
と
し
て
出

演
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、

観
世
田
広
は
服
部
親
子
に
能
芸
の
指
導
を
し
て
い
た

と
み
る
べ
き
で
、
両
者
の
交
流
は
、
相
互
に
自
ら
の

持
つ
知
識
・
技
術
を
教
え
合
う
関
係
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
朝
倉
治
世
下
に
お
け
る
芸

能
伝
授
の
事
例
は
、
戦
国
武
将
が
様
々
な
芸
能
を
教

養
と
し
て
学
び
習
得
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
時
に

は
教
え
る
者
と
な
っ
て
芸
能
を
伝
授
し
、
そ
の
知
識

の
普
及
を
担
っ
て
い
た
こ
と
示
し
て
い
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

主

)
 

1
 

(
 

朝
倉
氏
の
文
化
活
動
に
つ
い
て
は
、
米
原
正
義
氏
の

『
戦
国
武
士
と
文
芸
の
研
究
』
(
桜
楓
社
、
一
九
七
六

年
)
が
詳
し
い
。

大
内
氏
伝
授
の
も
の
と
し
て
群
書
類
従
本
や
慶
応
義

塾
大
学
美
学
研
究
室
所
蔵
本
が
あ
る
。
こ
の
他
、
六

角
氏
所
持
の
奥
書
が
あ
る
本
(
堀
口
捨
巳
・
池
坊
総

務
所
所
蔵
)
や
、
遊
佐
河
内
守
に
伝
え
ら
れ
た
と
す

る
本
(
岡
山
大
学
図
書
館
・
神
宮
文
庫
所
蔵
)
な
ど
、

戦
国
武
将
が
相
伝
し
た
と
さ
れ
る
『
君
台
観
左
右
帳

記
』
は
多
く
知
ら
れ
る
。

矢
野
環
氏
は
『
君
台
観
左
右
帳
記
の
総
合
研
究
』
(
勉

誠
出
版
、
一
九
九
九
年
)
の
中
で
、
『
君
台
観
左
右

帳
記
』
の
諸
写
本
に
つ
い
て
解
題
と
研
究
史
を
ま
と

め
ら
れ
た
。

堀
口
捨
巳
「
君
台
観
左
右
帳
記
の
建
築
的
研
究
|
室

町
時
代
の
書
院
及
茶
室
考
(
一
)
」
(
『
美
術
研
究
』
一

二
二
号
、
一
九
四
一
一
年
)
。

堀
口
氏
は
、
相
阿
弥
か
ら
朝
倉
宗
俊
へ
の
伝
授
を
示

す
、
大
永
三
年
十
二
月
吉
日
付
の
奥
書
部
分
に
つ
い

て
は
、
同
日
付
で
宛
名
の
み
異
な
る
史
料
(
徳
川
美

術
館
・
尊
経
閤
文
庫
・
京
都
大
学
図
書
館
所
蔵
)
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
省
略
さ
れ
て
い
る
。

前
掲
仙
堀
口
論
文
。

源
豊
宗
「
曽
我
派
と
朝
倉
文
化
」
『
日
本
美
術
史
論
究

5
』
(
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
)

0

相
阿
弥
に
つ
い
て
は
、
『
書
工
譜
略
』
に
「
相
阿
弥

寵
様
、
生
国
は
越
前
朝
倉
家
之
者
、
後
東
山
慈
照
院

義
政
公
へ
被
召
出
、
:
・
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、
近

世
の
画
史
類
に
朝
倉
氏
と
の
関
係
を
記
す
も
の
が
あ

り
、
茶
道
史
の
事
典
な
ど
で
も
引
用
さ
れ
て
俗
説
と

し
て
広
く
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
能
阿
弥
か
ら
コ
一
代

続
い
て
足
利
将
軍
家
の
唐
物
の
管
理
・
鑑
定
を
任
さ

れ
て
い
た
栢
阿
弥
と
、
朝
倉
氏
を
結
ぶ
明
確
な
史
料

は
な
い
。

(2) (3) (4) (5) (7) (6) (8) 
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(9) 

相
阿
弥
は
東
山
殿
近
く
の
広
福
院
に
住
し
た
こ
と
で

「
広
福
相
阿
」
(
『
蔭
涼
軒
目
録
』
文
明
十
七
年
十
二
月

二
十
七
日
条
)
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
『
大
乗
院
寺
社

雑
事
記
』
(
文
明
十
二
年
八
月
三
十
七
日
条
)
に
「
越

前
国
甲
斐
朝
倉
合
戦
事
、
是
又
両
方
ヲ
公
方
御
晶
展
、

朝
倉
方
広
福
院
申
沙
汰
一
云
々
、
」
と
あ
る
他
、
『
蔭
涼

軒
目
録
』
(
延
徳
三
年
十
二
月
十
三
日
条
)
に
も
「
広

福
院
者
朝
倉
備
後
守
別
而
御
近
也
、
執
広
福
之
一
行

被
付
朝
倉
者
可
然
云
々
、
」
と
あ
り
、
朝
倉
氏
と
の
関

係
を
考
え
さ
せ
る
。

佐
藤
圭
『
朝
倉
氏
五
代
の
発
給
文
書
』
(
福
井
県
立
一

乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
科
館
、
二

O
O五
年
)
。

前
掲

ω米
原
論
文
。

佐
藤
圭
「
朝
倉
氏
と
室
町
幕
府
」
『
戦
国
大
名
朝
倉
氏

と
一
乗
谷
』
(
高
志
書
院
、
二

O
O二
年
)
。

「
後
鑑
』
所
収
、
「
足
利
義
晴
御
市
川
語
気
」
。

祐
阿
為
御
使
被
仰
出
、
今
度
大
覚
寺
掛
哨
跡
越

前
ー
ょ
の
御
上
洛
候
時
、
従
朝
倉
入
道
方
、

塵
処
院
殿
様
御
自
筆
之
物
一
相

ι奇
ト
弁
御
感
状

枇
油
備
上
覧
之
、
将
又
与
問
問
賑
晶
体
軍
陣
御
影
情
、

青
地
錦
御
直
垂
、
浅
黄
糸
御
鎧
、
廿
四
さ
し
た
る
御
矢
、
重
藤
御
弓
、

大
ク
ワ
カ
タ
打
タ
ル
御
甲
、
栗
毛
ナ
ル
御
馬
ニ
乗
ル
、

読
誌
づ
川
区
、
町
都
製
U
、
同
懸
御
目
候
、

此
御
影
ヲ
ハ
致
進
上
之
由
申
之
云
々
、
品
川
御
内

室
田
両
通
可
被
成
下
候
、
御
案
文
可
致
調
進
之
由

被
仰
下
候
、
何
も
被
持
下
、
拝
見
さ
せ
ら
れ
候

也
、
随
而
案
文
則
令
調
進
上
也
、

鹿
苑
院
殿
御
自
筆
一
一
幅
弁
代
々
戦
功
感
状
等

披
見
候
誤
)
尤
以
無
比
類
候
、
弥
忠
節
可
為
神

妙
、
猶
晴
光
可
申
候
也
、

(

天

文

八

年

)

{

足

利

義

清

}

八

月

十

九

日

御

靴

朝
倉
弾
正
左
衛
門
入
道
と
の
へ

。。(12) (11) 同

等
持
院
殿
御
寿
像
一
幅
到
来
、

猶
晴
光
可
申
候
也
、

一
段
喜
入
候
、

宮
永

朝
倉
氏
と
「
君
台
観
左
右
帳
記
』
の
伝
授

(14) 

八

月

十

九

日

御

判

朝
倉
弾
正
左
衛
門
入
道
と
の
へ

戦
国
大
名
の
身
分
・
家
格
に
つ
い
て
は
、
一
一
木
謙
一

氏
の
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
五
年
)
を
参
照
。

前
掲
同
矢
野
論
文
。

『
笛
遊
舞
集
』
に
つ
い
て
は
企
画
展
図
録
「
朝
倉
氏

と
戦
国
を
生
き
た
芸
能
者
た
ち
』
(
福
井
県
立
一
乗
谷

朝
倉
氏
遺
跡
資
料
館
、
二

O
O
O年
)
を
参
照
。
奥

書
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

右
此
秘
書
者
、
観
世
座
日
吉
吉
左
衛
門
尉
我
等

ニ
童
日
之
詑
、
然
ヲ
写
進
上
仕
候
、
柳
爾
御
沙
汰

有
問
敷
候
、
肝
要
存
侯
者
也
、

笛
彦
四
郎

永
正
拾
醍
年
八
月
十
二
日
栄
次
在
判

朝
倉
与
三
殿

観
世
与
左
衛
門
尉
国
広
に
つ
い
て
は
、
『
四
座
役
者

目
録
』
の
「
観
世
方
太
鼓
之
次
第
」
に
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
る
。

与
五
郎
国
広
次
郎
太
夫
ガ
子
也
、
後
、
与
左

衛
門
ト
云
、
異
名
ニ
似
我
ト
云
、
本
名
は
槍
垣

本
、
観
世
ニ
ハ
ナ
ラ
ズ
、
調
子
御
免
、
浅
黄
也
、

光
源
院
殿
義
輝
・
義
昭
公
ノ
時
代
ノ
人
也
、
権

守
ニ
ナ
ル
ナ
ド
ト
沙
汰
有
タ
ル
人
也
、
道
見
ノ

知
耳
、
宗
節
ノ
姉
聾
ナ
リ
、
光
源
院
殿
朽
木
谷
ニ

御
座
ノ
刻
、
調
子
御
免
被
成
候
也
、
天
正
八
年
、

七
十
四
五
余
ニ
テ
果
ル
。

橘
屋
に
伝
授
さ
れ
た
太
鼓
伝
書
に
つ
い
て
は
、
竹
本

幹
夫
氏
が
「
福
井
県
立
博
物
館
蔵
太
鼓
伝
童
日
考
」
(
『
国

文
学
研
究
』
一
一
六
号
)
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

金
春
与
五
郎
吉
久
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦
国
大
名

朝
倉
氏
に
よ
る
芸
能
の
保
護
と
越
前
猿
楽
」
(
「
芸
能
史

研
究
』
一
六
一
号
、
三

O
O三
年
)
を
参
照
。

橘
屋
の
太
鼓
伝
書
に
は
伝
授
の
時
期
に
、
弘
治
三
年

(
一
冊
)
、
永
禄
一
一
年
(
四
冊
)
、
同
八
年
(
一
冊
)
、

同
九
年
(
四
冊
)
、
天
正
四
年
(
二
冊
)
、
同
六
年
(
三

(16) (15) 。7)(18) 4め(2~ 

冊
)
と
い
う
よ
う
に
ま
と
ま
り
が
み
ら
れ
る
。
竹
本

氏
は
前
掲
同
論
文
に
お
い
て
、
相
伝
は
商
用
な
ど
で

在
京
の
度
に
な
さ
れ
た
も
の
で
、
『
太
鼓
頭
付
他
三

種
合
綴
太
鼓
伝
書
』
に
つ
い
て
は
、
弘
治
コ
一
年
(
一

五
五
七
)
の
伝
書
と
合
綴
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

弘
治
三
年
に
は
橘
屋
が
上
京
で
き
な
い
事
情
が
あ

り
、
二
年
後
に
ま
と
め
て
相
伝
を
受
け
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
た
。
し
か
し
、
大
和
四
座
の
役
者

た
ち
が
越
前
興
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考

え
て
(
『
能
口
伝
之
問
書
』
・
『
四
座
役
者
目
録
』
)
、

全
て
の
伝
授
が
京
都
で
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
観
世
国
広
が
越
前
に
下
向
し
、
そ
の
滞
在
中
に

行
な
わ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

松
原
信
之
氏
は
『
朝
倉
義
景
の
す
べ
て
』
(
新
人
物
往

来
社
、
二

O
O三
年
)
の
中
で
、
服
部
氏
の
出
自
に

つ
い
て
明
白
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
密
教
や
祈

祷
寺
社
に
関
す
る
奏
者
を
勤
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

寺
僧
出
身
者
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

『
福
井
県
史
資
料
編
2
』
所
収
、
『
実
相
院
文
書
』
「
朝

倉
義
景
書
状
」
。

誠
未
能
量
百
信
候
処
、
芳
札
殊
為
祈
祷
、
於
十
二

所
権
現
御
宝
前
、
精
誠
之
御
看
数
、
牛
玉
弁
矢

違
牛
玉
給
之
候
、
恰
悦
至
候
、
品
川
太
万
一
腰
進

之
候
、
委
細
服
部
彦
右
衛
門
入
道
可
申
候
、
恐
々

諸
問
一
吉
口
、

十

月

四

日

義

景

(

花

押

)

熊
野
山
新
宮

中
川
殿

「
福
井
市
史
資
料
編
2
古
代
・
中
世
』
所
収
、
『
糸

崎
寺
文
書
』
「
朝
倉
義
景
書
状
」
。

舎
利
之
儀
申
候
之
処
給
候
、
祝
着
之
至
候
、
の

青
銅
千
疋
進
之
候
、
委
細
服
部
兵
部
丞
可
申
候
、

叩
恐
々
謹
ι

一一一日、

十
二
月
廿
七
日

(
後
閥
)

。。自功同

義
景
(
花
押
)
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凶

『
福
井
県
史
資
料
編
7
』
所
収
、

倉
奉
行
以
鴇
謂
奉
書
」

0

従
式
部
太
輔
殿
、
大
野
郡
内
本
願
寺
門
徒
中
、

同
其
方
道
場
中
江
、
鑓
持
被
仰
懸
候
処
、
最
前

御
理
申
上
ニ
付
而
、
其
方
道
場
中
之
儀
者
、
被

為
相
除
之
旨
、
服
部
彦
二
郎
・
栂
野
助
左
衛
門

尉
披
露
処
、
然
者
以
其
筋
目
、
道
場
中
鑓
持
井

新
儀
役
、
向
後
被
成
御
除
之
旨
被
仰
出
候
条
、

可
被
成
其
心
得
候
、
恐
々
謹
言
、

元
亀
三

『
最
勝
寺
文
書
』
「
朝

(
付
築
)

卯
月
廿
五
日
「
ま
え
ば
と
の
」
景
固
(
花
押
)

「
川
井
五
郎
兵
へ
殿
」
吉
統
(
花
押
)

「
げ
ば
と
の
」
吉
道
(
花
押
)

。時

最
勝
寺

年
未
詳
な
が
ら
、
『
松
雲
公
採
集
遺
編
類
纂
』
の
『
野

村
家
文
書
』
に
は
、
「
服
部
蓬
栄
書
状
と
と
も
に
、

服
部
彦
二
郎
の
戦
功
に
つ
い
て
、
選
栄
と
兵
部
丞
に

伝
え
る
「
鳥
居
景
近
書
状
」
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

尚
々
ご
両
人
井
御
伴
衆
度
々
御
気
遣
共
感
入
存
事
候
、

ム
婦
制
手
遺
之
棚
、
於
松
山
塀
限
詰
寄
侯
処
、

彦
二
郎
殿
被
成
御
出
候
、
殊
無
比
類
御
覚
悟
御

働
共
驚
耳
目
存
長
ト
)
偏
一
一
、
林
哨
之
御
名
誉
不
可

過
之
候
、
此
段
入
道
殿
・
丘
古
都
丞
殿
へ
御
申
専

用
候
、
恐
々
謹
言
、

鳥
居
兵
庫
助景

近
(
花
御
影
)

=
一
月
十
五
日

野
村
七
郎
五
郎
殿

吉
田
小
五
郎
殿
御
宿
所

同
朝
倉
家
臣
が
出
演
す
る
足
利
義
昭
御
成
で
の
演
能

の
様
子
に
つ
い
て
は
、
前
掲
同
論
文
参
照
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




